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「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
（
平
成
18
年
６
月
成
立
）」

の
施
行
に
よ
り
、
平
成
20
年
４
月
か

ら
新
た
に
独
立
し
た
医
療
制
度
が
始

ま
り
ま
す
。

　

対
象
は
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者

と
な
り
ま
す
。

●
● 

被
保
険
者 

●
●

　

新
た
な
医
療
制
度
の
被
保
険
者

と
な
る
か
た
は
、
県
内
に
お
住
ま

い
の
75
歳
以
上
の
か
た
、
お
よ
び
、

65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障

害
の
あ
る
か
た
で
す
（
申
請
し
て

広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
）。

　

こ
れ
は
現
行
の
老
人
保
健
制
度

に
お
け
る
老
人
医
療
対
象
者
と
同

じ
で
す
。

※
健
康
保
険
組
合
な
ど
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
か
た
も
対
象
と
な
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入

後
は
、
国
民
健
康
保
険
、
健
康
保

険
組
合
、
政
府
管
掌
保
険
、
共
済

組
合
な
ど
の
被
保
険
者
で
は
な
く

な
り
ま
す
。

●
● 

加
入
す
る
日 

●
●

・
75
歳
に
な
っ
た
と
き
（
75
歳
の
誕

生
日
当
日
か
ら
）

・
75
歳
以
上
の
か
た
が
転
入
し
た
日

か
ら

・
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
一
定
の
障

害
の
あ
る
か
た
が
申
請
し
て
広

域
連
合
か
ら
認
定
を
受
け
た
日

か
ら

●
● 
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
●
● 

　

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
は
平
成

20
年
３
月
下
旬
に
お
手
元
に
届
く
予

定
で
す
。

●
● 

保
険
料 

●
● 

　

保
険
料
は
被
保
険
者
個
人
単
位
で

算
定
・
賦
課
し
ま
す
。

　

保
険
料
の
徴
収
方
法
は
原
則
と
し

て
特
別
徴
収
（
い
わ
ゆ
る
年
金
天
引

き
）
の
方
法
に
よ
り
ま
す
。

●
● 

病
院
に
受
診
す
る
と
き 

●
●

　

病
院
に
受
診
す
る
と
き
は
、
埼

玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
交
付
す
る
保
険
証
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　

窓
口
で
は
、
現
在
の
老
人
保
健
制

度
と
同
様
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
一

部
（
１
割
、
た
だ
し
、
一
定
の
所
得

以
上
の
か
た
は
３
割
）
を
負
担
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

●
● 

運
営
の
仕
組
み 

●
●

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
県

内
の
全
市
町
村
で
構
成
す
る
『
埼

玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
』

が
運
営
の
主
体
と
な
り
、
保
険
料

の
決
定
、
保
険
証
の
交
付
、
医
療

を
受
け
た
と
き
の
給
付
な
ど
を
行

い
ま
す
。

　

市
で
は
、
保
険
料
の
徴
収
、
各
種

申
請
・
届
け
出
の
受
け
付
け
、
保
険

証
の
引
き
渡
し
な
ど
、
被
保
険
者
の

皆
さ
ん
に
と
っ
て
身
近
な
窓
口
業
務

を
行
い
ま
す
。

○地域包括支援センターと担当地域
地域包括支援センターの名称 所在地 ☎・ 担当地域

大里広域地域包括支援センター
FOMA・なごみ

新戒 413-1
☎ 598-2552
 587-4881

幡羅、明戸、大寄、八基、豊里
上柴地区の東方住所地

大里広域地域包括支援センター
はなみずき

柏合 1041-1
☎ 551-1115
 571-0553

上柴地区（東方・人見住所地以外）
南

大里広域地域包括支援センター
市社会福祉協議会

西島町 2-14-4
☎ 573-6869
 573-0806

深谷、岡部

大里広域地域包括支援センター
ふじさわ苑

人見 2028-3
☎ 574-1237
 571-1446

藤沢、川本、花園
上柴地区の人見住所地

医療＆年金
■深谷市役所　☎ 571－ 1211　　　　■岡部総合支所　　☎ 585－ 2211　　　　■川本総合支所　　☎ 583－ 2781　　　　　　　　　　　　　■花園総合支所　　☎ 584－ 1121　　　　■県後期高齢者医療広域連合　　　　☎ 048－ 833－ 3222
■保険年金課　☎ 574－ 6641　　　　■岡部市民環境課　☎ 585－ 2213　　　　■川本市民環境課　☎ 583－ 2783　　　　　　　　　　　　　■花園市民環境課　☎ 584－ 1122　　　　■大里広域市町村圏組合介護保険課　☎ 501－ 1330
■長寿福祉課　☎ 574－ 8544　　　　■岡部福祉健康課　☎ 585－ 2214　　　　■川本福祉健康課　☎ 583－ 2532　　　　　　　　　　　　　■花園福祉健康課　☎ 584－ 1123　　　　■熊谷社会保険事務所　　　　　　　☎ 522－ 5211

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
！

①
最
低
25
年
以
上
、
保
険
料
納
付
期

間
な
ど
が
必
要
で
す

○
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

○
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や

多
段
階
免
除
（
一
部
免
除
の
承
認
を

受
け
た
月
で
も
、
残
額
を
納
め
な
い

と
未
納
期
間
と
な
り
ま
す
）、
若
年

者
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
期
間

○
第
３
号
被
保
険
者
期
間

○
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
の
加
入
期
間

○
任
意
加
入
で
き
る
か
た
が
加
入
し

な
か
っ
た
期
間
（
カ
ラ
期
間
）

※
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
25
年
以
上
必

要
で
す
。

②
原
則
と
し
て
65
歳
か
ら
年
金
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
例
外
と
し
て
「
繰

上
げ
請
求
」
と
「
繰
下
げ
請
求
」

の
制
度
が
あ
り
ま
す

繰
上
げ
請
求
…
希
望
す
れ
ば
60
歳
か

ら
で
も
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け

ら
れ
る
制
度

㊟
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
が
で
き
な

い
、
寡
婦
年
金
が
受
け
取
れ
な
い

な
ど
の
給
付
制
限
が
あ
り
ま
す
。

繰
下
げ
請
求
…
希
望
す
れ
ば
66
歳
以

降
に
遅
ら
せ
て
増
額
し
た
年
金
を

受
け
ら
れ
る
制
度

㊟
振
替
加
算
も
繰
下
げ
に
な
り
ま
す
。

65
歳
に
達
し
た
時
や
65
歳
以
降
に

老
齢
の
年
金
以
外
（
例
：
遺
族
厚

生
年
金
）
の
受
給
権
を
得
た
場
合

は
、
繰
下
げ
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
両
制
度
と
も
、
一
度
決
ま
っ
た
支

給
率
（
年
金
額
）
は
、
一
生
変
わ

ら
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

③
年
金
額
は
、
加
入
可
能
年
数
（
40
年

間
）
を
納
め
る
と
、
年
額
７
９
２
，

１
０
０
円
で
す
（
平
成
19
年
度
額
）

　

付
加
保
険
料
を
納
め
た
か
た
に

は
、
老
齢
基
礎
年
金
に
次
の
額
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

付
加
年
金
額
＝
２
０
０
円
×
付
加
保

険
料
を
納
め
た
月
数

④
老
齢
年
金
を
受
け
る
た
め
の
手
続

き
先

○
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
期

間
の
み
の
か
た
⇩
市
の
国
民
年
金

係
へ

○
そ
の
他
の
か
た
（
厚
生
年
金
、
第

３
号
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
か

た
）
⇩
熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
へ

※
受
給
資
格
の
満
た
な
い
か
た
、
年

金
額
を
増
や
し
た
い
か
た
に
は
、

任
意
加
入
制
度
が
あ
り
ま
す
。

―
 

在
外
任
意
加
入
に
つ
い
て ―

　

海
外
に
居
住
し
た
場
合
、
国
民
年
金

は
希
望
に
よ
り
加
入
（
任
意
加
入
）
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
任
意
加
入
期
間

中
に
保
険
料
を
納
め
る
と
、
老
齢
基
礎

年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
海

外
に
居
住
し
て
い
る
間
に
、
事
故
や
病

気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
不
幸
に
し

て
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
保
険
料
を

納
め
て
い
る
と
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
が
保
障
さ
れ
ま
す
。

　

出
国
前
に
、
管
轄
の
社
会
保
険
事
務

所
ま
た
は
市
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
の
介
護
な
ど

の
相
談
は
「
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
へ

　
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
で

は
、
高
齢
者
の
か
た
や
そ
の
家
族
、

近
隣
に
暮
ら
す
高
齢
者
の
介
護
に
関

す
る
悩
み
や
問
題
な
ど
に
総
合
的
な

支
援
を
行
い
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い

・
健
康
管
理
や
医
療
に
つ
い
て
の
相
談

・
近
所
に
引
き
こ
も
り
の
高
齢
者
が

い
る

・
訪
問
販
売
な
ど
の
消
費
者
被
害
の

相
談

・
高
齢
者
の
人
権
や
財
産
を
守
る
権

利
擁
護
の
相
談

・
高
齢
者
虐
待
の
相
談

・
成
年
後
見
制
度
の
紹
介

・
そ
の
他
、
高
齢
者
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
相
談

●
● 

問
い
合
わ
せ 

●
●

熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
、
市
保
険
年

金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
環
境
課
へ

●
● 

問
い
合
わ
せ 

●
●

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
、
市

保
険
年
金
課
老
人
保
健
係
へ

●
● 

問
い
合
わ
せ 

●
●

大
里
広
域
市
町
村
圏
組
合
介
護
保
険

課
、
市
長
寿
福
祉
課
、
各
総
合
支
所

福
祉
健
康
課
へ


